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■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の

申
告
に
お
い
て
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に

は
、
保
険
料
の
納
付
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
納
付
し

た
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
保
険
料

の
納
付
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
を
、
11
月
上

旬
、
ま
た
は
翌
年
２
月
初
旬
の
い

ず
れ
か
に
送
付
い
た
し
ま
す
。
年

末
調
整
・
確
定
申
告
等
の
際
に
は
、

こ
の
証
明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

控
除
証
明
書
専
用
ナ

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
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老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
は
、
所
得
税
の
課
税
対
象

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
課
税
対
象
と

な
る
受
給
者
の
方
に
は
、
毎
年
11

月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に

受
給
す
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税

の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。

　

提
出
を
忘
れ
る
と
各
種
控
除
が

受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴

収
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

年
金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方
は

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

■
送
付
対
象
者

○
65
歳
未
満
で
年
金
額
が
１
０
８

　

万
円
以
上
の
方

○
65
歳
以
上
で
年
金
額
が
１
５
８

　

万
円
以
上

■
問
合
せ　

新
居
浜
年
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務
所
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日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
方
に
対

し
て
、
電
話
や
戸
別
訪
問
に
よ
る

納
付
や
免
除
等
の
申
請
手
続
き
の

案
内
を
民
間
事
業
者
へ
委
託
し
て

い
ま
す
。

■
新
居
浜
年
金
事
務
所
管
内

○
委
託
事
業
者

　

㈱
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ

○
委
託
期
間

　

10
月
～
平
成
25
年
１
月

○
委
託
事
業
者
連
絡
先
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■
民
間
委
託
に
関
す
る
問
合
せ

　

新
居
浜
年
金
事
務
所

ＴＥＬ
０
８
９
７
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３
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－
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６
２

～
日
本
年
金
機
構
～

国
民
年
金
の
社
会
保
険
料
控
除

証
明
書
を
送
付
し
ま
す

年
金
受
給
者
は
扶
養
親
族
等

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

国
民
年
金
保
険
料
の
案
内
を

民
間
委
託
し
て
い
ま
す

新館建設工事のため
市庁舎本館駐車場を
変更しました

■問合せ
　市庁舎本館庁舎建設室　庁舎建設係
　　　　　　　　　℡0897－52－1589

　市庁舎本館北側の駐車場は、新館建設工事
開始のため、利用できなくなりました。
　市役所に来庁される方は、別館東側駐車場
または、周辺３カ所に設けた代替駐車場をご
利用ください。
　工事期間中は、誘導員を配置し、空いてい
る駐車場にご案内します。
　少し離れた場所となるため、来庁される皆
さんには、ご不便をおかけすることになりま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
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